
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
・
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
法
施
行
規
則

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
五
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
八
条
第
一
項
並
び

に
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
法
施

行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
全
体
構
想
の
認
定
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
全
体
構
想
の
認
定
の
申
請
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
全
体
構
想
を
記
載
し
た
書
類

二
　
全
体
構
想
の
対
象
と
な
る
区
域
を
明
ら
か
に
し
た
地
図

三
　
全
体
構
想
に
規
定
す
る
自
然
観
光
資
源
の
位
置
を
表
示
し
た
地
図

四
　
全
体
構
想
に
規
定
す
る
自
然
観
光
資
源
に
係
る
規
制
を
条
例
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
条
例
の
内

容
を
記
載
し
た
書
類

五
　
全
体
構
想
に
規
定
す
る
自
然
観
光
資
源
を
当
該
市
町
村
の
長
が
特
定
自
然
観
光
資
源
と
し
て
指
定
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
指
定
す
る
特
定
自
然
観
光
資
源
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
特
定
自
然
観
光
資
源
の
境
界
を
表
示
し
た
地
図
（
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
立
入
り
を
制

限
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
区
域
を
明
ら
か
に
し
た
地
図
を
含
む
。
）

ロ
　
法
第
八
条
第
二
項
（
法
第
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
土
地
の
所
有

者
等
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
立
入
り
を
制
限
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間
及
び
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
が
定
め
る
数
を
記
載
し
た
書
類

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
主
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
認
定
全
体
構
想
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
全
体
構
想
の
変
更
の
認
定
の
申
請
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請

書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
変
更
後
の
全
体
構
想
を
記
載
し
た
書
類

二
　
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
類

三
　
前
条
各
号
に
規
定
す
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
変
更
後
の
当
該
書
類
並
び
に
当
該
変
更
の

内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
類

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
主
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
　
協
議
会
に
参
加
す
る
者
の
名
称
若
し
く
は
氏
名
の
変
更
又
は
協
議
会
に
参
加
す
る
者
の
追
加
は
、
法
第
六
条
第

五
項
の
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
他
の
法
令
に
よ
り
適
切
な
保
護
が
な
さ
れ
て
い
る
自
然
観
光
資
源
）

第
四
条
　
法
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
自
然
観
光
資
源
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
条
例
に
よ
る
行
為
の
規
制
等
に
よ
り
特
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
自
然
観
光
資
源
と
し
て
認
定
全
体
構
想

に
規
定
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。

一
　
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
名
勝
又
は
天
然
記

念
物

二
　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
公
衆
の
保
健
又
は
名
所
若
し
く
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存
を
図
る
た
め
に
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

た
区
域
内
の
土
地

三
　
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号

に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
に
お
い
て
採
捕
を
禁
止
さ
れ
た
水
産

動
植
物
及
び
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
護
水
面

四
　
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
都
市
公
園
内
の

土
地

五
　
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
地
域
内
の
植
物

（
同
条
第
三
項
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
動
物
（
同
条
第
三
項

第
十
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
別
保
護
地
区
内
の
土
地
、
植
物
（
木
竹
を
含
む
。
）
及
び
動
物
並
び
に
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
海
域
公
園
地
区
内
の
海
底
及
び
動
植
物
（
同
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
も

の
に
限
る
。
）

六
　
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
生
自
然
環
境
保

全
地
域
内
の
土
地
、
植
物
（
木
竹
を
含
む
。
）
及
び
動
物
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
地
区

内
の
土
地
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
野
生
動
植
物
保
護
地
区
内
の
当
該
野
生
動
植
物
保
護
地
区

に
係
る
野
生
動
植
物
並
び
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
域
特
別
地
区
内
の
海
底
及
び
動
植
物

（
同
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）

七
　
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
条

第
三
項
に
規
定
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
、
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
並
び
に
同
法

第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
地
区
内
の
土
地
（
水
底
を
含
む
。
）
及
び
野
生
動
植
物
（
同
条
第
四
項

第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）

八
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
（
同
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
狩
猟
鳥
獣
並
び
に
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
鳥
獣
及
び
鳥
類
の
卵
を
除
く
。
）
並
び
に
同
法
第
二
十
九
条
第
七
項
第
四
号
に
規
定
す
る
国
指
定
特
別

保
護
地
区
で
あ
っ
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
又
は
都
道
府
県
指
定
特
別
保
護
地
区
で
あ
っ
て
都
道
府
県
知

事
が
指
定
す
る
区
域
内
の
植
物
（
木
竹
を
除
く
。
）
及
び
動
物

（
特
定
自
然
観
光
資
源
の
所
在
す
る
区
域
へ
の
立
入
り
の
制
限
）

第
五
条
　
市
町
村
長
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
制
限
を
行
う
期
間

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
長
に
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
特
定
自
然
観
光
資
源
の
名
称

三
　
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
日
時

四
　
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
の
数

五
　
立
入
り
の
目
的

六
　
立
ち
入
る
巡
路
又
は
範
囲

七
　
立
入
り
の
手
段

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
長
が
承
認
の
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
定
め
る
も
の

３
　
市
町
村
長
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
の
代
表
者
に
対
し
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
特
定
自
然
観
光
資
源
の
名
称

三
　
承
認
す
る
立
入
り
の
日
時

四
　
承
認
す
る
立
入
り
の
人
数

五
　
承
認
す
る
立
入
り
の
巡
路
又
は
範
囲

六
　
承
認
す
る
立
入
り
の
手
段

（
他
の
法
令
に
よ
り
そ
の
所
在
す
る
区
域
へ
の
立
入
り
が
制
限
さ
れ
て
い
る
特
定
自
然
観
光
資
源
）

第
六
条
　
法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
特
定
自
然
観
光
資
源
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

1



一
　
自
然
公
園
法
第
二
十
条
第
三
項
第
十
六
号
（
同
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
又
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
調

整
地
区
内
の
土
地

二
　
自
然
環
境
保
全
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
立
入
制
限
地
区
内
の
土
地

三
　
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
立
入
制

限
地
区
内
の
土
地
（
水
底
を
含
む
。
）

（
立
入
り
の
承
認
を
要
し
な
い
行
為
）

第
七
条
　
法
第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
農
林
水
産
業
を
営
む
た
め
に
必
要
な
行
為

二
　
農
山
漁
村
に
お
け
る
住
民
の
生
活
水
準
の
維
持
改
善
、
森
林
の
保
続
培
養
並
び
に
水
産
資
源
の
適
切
な
保
存

及
び
管
理
を
図
る
た
め
に
行
う
行
為

三
　
信
号
機
、
防
護
柵
、
土
留
よ
う
壁
そ
の
他
鉄
道
、
軌
道
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三

号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
自
動
車
道
又
は
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
道
路
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
道
路
」
と
い
う
。
）
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
施
設
を
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
（
信
号
機
に
あ
っ
て
は
、
新
築
を
含
む
。
）
。

四
　
道
路
に
送
水
管
、
ガ
ス
管
、
電
線
等
を
埋
設
す
る
こ
と
。

五
　
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
測
量
標
又
は
水
路
業
務
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水
路
測
量
標
を
設
置
す
る
こ
と
。

六
　
枯
損
し
た
木
竹
又
は
危
険
な
木
竹
を
伐
採
す
る
こ
と
。

七
　
電
線
路
の
維
持
の
た
め
に
下
刈
し
、
つ
る
切
し
、
又
は
間
伐
す
る
こ
と
。

八
　
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
保
安
の
目
的
で
、
広
告
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
掲
出
し
、
若
し
く
は
設

置
し
、
又
は
工
作
物
等
に
表
示
す
る
こ
と
。

九
　
野
生
鳥
獣
の
保
護
増
殖
の
た
め
の
標
識
を
掲
出
し
、
又
は
設
置
す
る
こ
と
。

十
　
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
港
の
区
域
内
に
お
い
て
動
力
船
を
使

用
す
る
こ
と
。

十
一
　
航
路
標
識
の
維
持
管
理
そ
の
他
の
船
舶
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
行
為

十
二
　
鉱
業
権
を
有
す
る
者
が
鉱
物
の
掘
採
又
は
土
石
の
採
取
（
鉱
物
の
掘
採
の
た
め
の
試
す
い
を
含
む
。
）
を

行
う
こ
と
。

十
三
　
文
化
財
保
護
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
記
念
物
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
若
し
く
は
登
録

又
は
地
方
公
共
団
体
の
指
定
に
係
る
も
の
の
保
存
に
係
る
行
為

十
四
　
測
量
法
第
三
条
に
規
定
す
る
測
量
を
行
う
こ
と
。

十
五
　
法
令
の
規
定
に
よ
る
自
然
環
境
の
保
全
の
た
め
の
事
業
を
行
う
こ
と
。

十
六
　
土
地
若
し
く
は
木
竹
の
所
有
者
若
し
く
は
管
理
者
又
は
土
地
若
し
く
は
木
竹
の
使
用
若
し
く
は
収
益
を
目

的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
が
そ
の
権
利
義
務
に
係
る
土
地
に
お
い
て
行
う
行
為

十
七
　
こ
の
条
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
た
め
に
必
要
な
工
事
用
の
仮
工
作
物
（
宿
舎
を
除
く
。
）
又
は
法

令
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
設
備
若
し
く
は
法
令
の
規
定
に
よ
り
行
う
事
業
に
係
る
施
設
を
改
築
し
、
又
は

増
築
す
る
こ
と
（
工
事
用
の
仮
工
作
物
に
あ
っ
て
は
、
新
築
を
含
む
。
）
。

十
八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
自
然
観
光
資
源
の
所
在
す
る
区
域
内
の
土
地
又
は
区
域
内
に
存
す

る
施
設
若
し
く
は
設
備
を
維
持
、
管
理
又
は
操
業
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為

十
九
　
特
定
自
然
観
光
資
源
が
所
在
す
る
区
域
外
の
区
域
に
お
い
て
こ
の
条
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
た

め
、
や
む
を
得
ず
通
過
す
る
こ
と
。

二
十
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
そ
の
任
務
と
さ
れ
て
い
る
遭
難
者
を
救
助
す
る
た
め
の
業

務
（
当
該
業
務
及
び
非
常
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
業
務
に
係
る
訓
練
を
含
む
。
）
、
犯
罪
の
予
防
又
は
捜
査
そ

の
他
の
公
共
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
業
務
、
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
業
務
、
水
路
業
務
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

二
十
一
　
法
令
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
調
査
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為

二
十
二
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
許
可
そ
の
他
の
処
分
を
受
け
た
行
為

二
十
三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
行
為

二
十
四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
自
然
観
光
資
源
の
所
在
す
る
区
域
に
立
ち
入
る
こ
と
が
公
益
上

又
は
社
会
通
念
上
や
む
を
得
な
い
と
市
町
村
長
が
認
め
る
行
為

二
十
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
付
帯
す
る
行
為

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
文
部
科
学
省
・
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
自
然
公
園
法
及
び
自
然
環
境
保
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年

四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
二
四
日
文
部
科
学
省
・
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
日
文
部
科
学
省
・
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。
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